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　地方税法施行令の改正により、毎年行われている国民健康保険税の課税限度額の改正は、今年度は行われず据え置きとなり
ました。

２．平成 29 年度国民健康保険税について

１．平成 29 年度国民健康保険税の軽減制度拡充について
　世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額および平等割額が軽減されます。

今回の改正では、軽減判定の所得基準が見直され、５割軽減と２割軽減の対象が拡充されました。

平成 29 年度国民健康保険税の軽減判定所得基準（拡充）

※所得の申告をしていない方は、軽減判定ができません。所得のない方も忘れずに申告してください。

軽減
割合

　軽減判定の基準となる所得金額
　（世帯主と国保の加入者、国保から後期高齢者医療制度へ移った方の前年所得の合計額）

７割 　軽減判定の基準となる所得金額が、33 万円以下の世帯

５割
　軽減判定の基準となる所得金額が、《33 万円＋（27 万円×国保加入者全員と国保から後期高齢者
　医療制度へ移った方の合計数）》以下の世帯　

２割
　軽減判定の基準となる所得金額が、《33 万円＋（49 万円×国保加入者全員と国保から後期高齢者
　医療制度へ移った方の合計数）》以下の世帯

New

New

医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

所 得 割 6.6％　 1.5％　 1.3％　

均等割（一 人 当 た り） 21,000 円　 5,000 円　 9,000 円　

平等割（一世帯あたり） 21,500 円　 5,500 円　 7,000 円　

課 税 限 度 額 540,000 円　 190,000 円　 160,000 円　

平成 29 年度国民健康保険税の税率

※平成 29 年度の国民健康保険税の税率は、平成 28 年度と変わりありません。

平成 29 年度国民健康保険税　制度改正のお知らせ

国保加入者などの数に乗ずる金額を現行の
26 万５千円

27 万円
に拡充されました。

5 割軽減の対象となる世帯
国保加入者などの数に乗ずる金額を現行の

48 万円

49 万円
に拡充されました。

2 割軽減の対象となる世帯

問い合わせ先：役場保険年金課　国民健康保険係　☎６８−２２１１（内線２４８・２５５・２５６）
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問い合わせ先
役場保険年金課　☎６８―２２１１
国民健康保険係（内線２５６）
後期医療係　　（内線２３９）

　老齢基礎年金を受け取るのに
必要な期間（受給資格期間）が、

「25 年」から「10 年」に短縮さ
れることになりました。日本年
金機構では、これまでに対象と
なる方に黄色の封筒（Ａ４サイ
ズ）をお届けしています。
　制度の開始は、平成 29 年８月
１日（最も早い年金のお支払い
は平成 29 年 10 月）です。まだ、
請求手続をされていない方は、
今すぐねんきんダイヤルにお電
話を。
　予約の上、年金事務所にて手
続を行ってください。
問い合わせ先：ねんきんダイヤル

☎０５７０ー０５ー１１６５

　

40
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
で
、
今
年
度
ま
だ

健
診
（
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
を
含
む
）
を
受
診

さ
れ
て
い
な
い
方
。

※
た
だ
し
、
今
年
度
中
に
町
の
助
成
で
人
間
ド
ッ

ク
・
脳
ド
ッ
ク
の
受
診
を
予
定
し
て
い
る
方
は

除
き
ま
す
。

受
診
対
象
者

　

健
診
期
限
内
に
受
診
で
き
る
よ
う
、
お

早
め
に
ご
自
身
で
健
診
機
関
へ
直
接
ご
予

約
し
て
く
だ
さ
い
。

受
診
方
法

○
国
民
健
康
保
険
の
方

　

平
成
30
年
３
月
31
日
（
土
）
ま
で

○
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
方

    

平
成
29
年
12
月
20
日
（
水
）
ま
で

健
診
期
限

利
根
町
国
保
診
療
所　
　

☎
６
８
―
２
２
３
１

も
え
ぎ
野
台
よ
つ
ば
診
療
所　☎

８
５
―
５
５
８
１

※
他
の
受
診
で
き
る
健
診
機
関
に
つ
き
ま
し

て
は
、
国
民
健
康
保
険
か
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
か
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
ま

す
の
で
、
保
険
年
金
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

受
診
で
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機
関

○国民健康保険の方
・特定健康診査受診券
・国民健康保険被保険者証
・自己負担金 1,000 円
・以前に特定健診を受診したことがある方は

その時の健診結果
○後期高齢者医療保険の方
・後期高齢者健康診査受診券
・後期高齢者医療被保険者証
・追加項目の自己負担金
　（自己負担金については受診券を参照してく

ださい。）

当日持参するもの

年金請求書の
手続漏れがありませんか？

集
団
健
診
を
受
診
で
き
な
か
っ
た
方
へ

個
別
健
診
の
ご
案
内


